
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年１０月１１日 （金） 
   １４：００～１６：００ 

 
(五泉市赤海８４５番地１) 

２０名（先着順）  

参加無料 (会員・非会員問わず) 

企業経営におけるコロナ禍の影響が縮小する中、働き方改革に関

わる法改正が着々と進んでいます。2023 年 4 月からは、月 60 時間

超の時間外労働の割増賃金率を 50％以上とする取扱いが中小企

業にも適用されました。また、建設業と運送業は残業規制の適用猶

予期間が本年 3 月末に終了しており（2024 年問題）、未対応の企業

は早急に対策が必要な状況です。本セミナーでは、最新の法改正の

内容に触れるとともに、2024 年問題を解決するための具体策や最新

の助成金情報も紹介し、今後の中小企業に必須の人事労務の実務

対応について解説します。 
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■お申込み方法 

  下記申込書に必要事項をご記入頂き、 

     ＦＡＸ（0250-42-1151） 
にてお申し込みください。 

■お問い合わせ TEL：０２５０－４３－５５５１ 

中小・小規模事業者等従事者など 


